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電子私書箱の実証事業の概要 

資料３－５ 



利用者は、地方公共団体や企業等へ赴くことなく、証
明書を受け取り、電子私書箱を通じて第三者へ必要
書類を提出することできます。 

JPKIを活用することで、利用者にとって何が変わるか 

証明書の受取機関は、電子私書箱から送付された 
証明書が正しく発行・交付されたことを電子的に確認
することができます。 

JPKIの活用サービスを提供する事業者のメリット 

 電子私書箱における属性認証（企業内の委任規定に基づく委任関係情報と申請者の電子証明
書情報の管理方法等）の仕組みの確認 

 法制度に対する課題整理 
検証内容 

27年度実証の概要（電子私書箱を活用した申請手続ワンストップサービス） 1 



組織／権限登録申請の全体フロー 2 

 
 

電子 
私書箱 

 
 
 

特定 
認証局 

：法人(代表者C)の電子署名、   ：B部長の署名用電子証明書 

 
 
 

A社 
代表者 

（C社長） 

 
 
 

A社 
受任者 

（B部長） 
③結果確認 

②組織属性 
電子証明書 
の発行 

①組織属性 
電子証明書の 
申請受付 

権限 
登録 
申請書 

組織属性 
電子証明書 
(A社部長B) 

権限登録 
申請書 

（承認済み） 

②属性登録申請内容の承認 

組織属性 
証明書 
申請 

組織属性 
証明書申請 
（承認済み） 

①組織属性証明書申請(承認依頼)の作成 
②権限登録申請(承認依頼)の作成 

①手続案内 



本実証においては、権限受任者が自ら、組織属性、権限属性の申請書を作成（①）し、代表者が承認（②） 

電子私書箱実証における組織／権限登録申請の仕組み 3 

電子私書箱 

認証基盤連携機能 

ワンストップ／私書箱機能 

公的個人認証 
サービス 

電子証明書の 
有効性確認 

民間企業 
（就労先企業A） 
＜権限受任者c＞ 

①ログイン／登録申請
（承認依頼） 

個人番号 
カード 

組織認証機能 

：署名（JPKI) 
：代表者署名 

権限確認機能 

民間認証局 

＜代表者b＞ 

法人カード 

③発行申請 

法務局 

権限申請書 

⑥権限登録 

⑤電子証明書保管 

組織申請書 

②ログイン／承認 

権限申請書 
組織申請書 

組織申請書 

④電子証明書
送付 

権限情報 
cの利用者シリアル番号 

cの属性証明書のシリアル番号 
権限業務ID 
権限委任者情報 

法人証明書のシリアル番号 
委任者氏名 
委任者組織 
委任者役職 

組織属性付き電子証明書 

氏名：権限受任者c 
会社名：就労先企A 
役職：総務部長 
シリアル番号：12345678 

cの利用者シリアル番号 

課題① 

権限の申請を 
行う者 

権限の承認を 
行う者 



電子私書箱内における権限確認の処理の流れ 4 

電
子
私
書
箱
 

就
労
先
企
業
 

③証明書検証／ 
失効確認 

シリアル番号 
(利用者証明用) 

⑦属性証明書検
証/失効確認 

権限受任者 

個人番号 
カード 

① 個人番号カード 
   でログイン  

④ 就労証明書を 
  アップロード／署名指示 

世帯用私書箱DB  
保育園利用
申込書  

就労証明申
請書（母） 

 
就労証明申
請書（父） 

 
就労証明書
（母） 

 
就労証明書
（父） 

PIN入力 
（利用者証明用） 

公的個人認証サービス／民間認証局サービス 

⑪お知らせ 
メール受信 

⑥サーバ署名 ⑤権限確認 ⑧登録 

権限情報 

⑨参照用属性 
付与登録 

・新規申込 

事業者トップ 
・ログイン 

事業者メニュー 

【アップロード】 
審査結果通知 

権限受任者の利用者シリアル番号 
権限受任者属性証明書のシリアル番号 

権限業務ID 
権限委任者情報 

法人証明書のシリアル番号 
委任者氏名 
委任者組織 
委任者役職 

組織属性付き電子証明書 

権限受任者の利用者シリアル番号 

氏名：権限受任者c 
会社名：就労先企A 
役職：総務部長 
属性シリアル番号：1234・・ 

属性シリアル番号 

②利用者確認 

事業者管理情報 
事業者ID 
会社名・住所・代表者氏名 
法人証明書のシリアル番号 
利用者情報 

利用者①･アクセス権限 
利用者②・アクセス権限 
： 
利用者ｎ・アクセス権限 

シリアル番号 
(利用者証明用) 

 
就労証明書 

業務ID 

地方公共団体用私書箱DB 
 
保育園利用
申込書 

 
就労証明書
（母） 

 
就労証明書
（父） 

⑩お知らせ 
メール送信 

属性情報 

属性情報 

属性付き電子証明書を 
電子私書箱に預けている方
自身の個人番号カードでログ

インする。 

地
方
公
共
団
体
 



■ 「組織属性電子証明書の取得申請」画面 
   ①電子証明書の発行を依頼する認証局と期間及び②電子証明書の保管依頼先を選択し、 
   ③「次へ」ボタンを押します。 

受任者_組織／権限の登録申請（組織属性電子証明書の取得申請）① 5 

① 

② 

③ 

※本資料に掲載した電子私書箱のサービス画面は、 実証事業向けに作成したデザイン例です。 



■ 「権限登録申請」画面 
  ①権限を選択し、②「次へ」ボタンを押します。 

受任者_組織／権限の登録申請（権限の登録申請）② 6 

6 

① 

② 



■ 「組織属性／権限属性の内容確認」画面 
   申請内容を確認し、「承認依頼（電子署名）」ボタンを押します。 

受任者_組織／権限の登録申請（申請内容の確認）③ 7 



■ 「認証」画面 
 ①ＩＣカードリーダに個人番号カードをセットし、②「署名明用証明書」のパスワード入力後、 
   「ＯＫ」ボタンを押します。 

受任者_組織／権限登録申請（電子署名）④ 8 

① ② 



代表者_組織／権限申請の承認（承認内容の確認）① 

■ 「組織属性／権限属性の承認依頼内容確認」画面 
  依頼内容を確認し、「確認しました（チェック）」にチェックします。 

9 



■ 「電子署名の付与」画面 
  ①ＩＣカードリーダに法人カードをセットし、②「パスワード入力後、「ＯＫ」ボタンを押します。 

代表者_組織／権限申請の承認（代表者の電子署名）② 10 

② 
① 



保育園利用申込フロー 11 

 
 

電子 
私書箱 

 
 
 

地方公共 
団体 

 
 
 

企業 
（母親の 
勤め先） 

 
 
 

利用者(母) 

保育園利用 
申込書 

③結果確認 

支給認定 
通知書 

就労 
証明書 

就労証明 
申請書 

①保育園利用申込書の作成 
②就労証明書の作成 

 ：JPKIの署名用電子証明書を利用した電子署名 
 ：組織属性証明書を利用した電子署名、     ：職責証明書の電子署名 

①就労証明 
  申請受付 

③就労証明書 
発行 

②就労 
証明書 
作成 

②審査・結果 
通知等作成 

②審査結果 
の通知 

①保育園利用 
申込受付 



保育園等利用申込手続きの仕組みの概要 12 

 

電子私書箱 

認証局 

ワンストップ／私書箱機能  
地方公共団体 

公的個人認証 
サービス 

電子証明書の有効性確認 

 担当者（職員） 

利用者 
 

カードリーダ 個人番号 
カード 

タッチ 

申請書管理 

民間企業 
（就労先企業） 

＜権限受任者c＞ 
③就労証明書作成 ④ログイン 

／署名指示 

②ログイン／ 
発行依頼受付 

個人番号 
カード 

⑦ログイン／申込受付 
（権限確認含む） 

就労証明書 
取得依頼 

私書箱 

①ログイン／申込 

保育園利用 
申込 

就労証明書 
取得依頼 

保育園利用 
申込 

就労証明書 
取得依頼 

就労証明書 

組織認証機能 

就労証明書 

⑥組織属性付きの署名 

就労証明書 

就労証明書 

保育園利用 
申込 

個人番号 
カード 

：署名（JPKI) 
：組織属性付き電子証明書による署名 

権限確認機能 

⑤権限確認 

就労証明書 

組織属性 
認証局 

認証基盤連携機能 

就労証明書 
保育園利用 
申込 

結果通知 

：職責証明書 

結果通知 

手続きを依頼 
する者 

証明書類を発行
する者 

（組織／権限確
認対象者） 

⑧ログイン／結果通知 

権限情報 
cの利用者シリアル番号 

cの属性証明書のシリアル番号 
権限業務ID 
権限委任者情報 

組織属性付き電子証明書 

氏名：権限受任者c 
会社名：就労先企A 
役職：総務部長 
シリアル番号：12345678 

cの利用者シリアル番号 

証明書類を受
けとる者 



■ 「認証」画面 
  ①ＩＣカードリーダに個人番号カードをセットし、②「利用者証明用証明書」のパスワード入力後、   
   「ＯＫ」ボタンを押します。 

利用者_保育園の利用申請（利用者の認証）① 13 

① ② 



■ 「保育園利用申込内容の入力」画面 
  保育園の申込に必要な事項を入力し、「就労証明書申請」ボタンを押します。 

利用者_保育園の利用申請（利用申請書の申請）② 14 



■ 「就労証明書申請情報入力」画面 
 就労証明書申請に必要な事項を入力し、「入力内容を確認」ボタンを押します。 

利用者_利用申請（入力内容の確認）③ 15 



■ 「登録申請（確認）」画面 
  申請内容を確認し、「この内容で申請する」ボタンを押します。 

利用者_利用申請（入力内容の確認）④ 16 



■ 「認証」画面 
 ①ＩＣカードリーダに個人番号カードをセットし、②「署名用証明書」のパスワード入力後、 
   「ＯＫ」ボタンを押します。 

利用者_利用申請（電子署名）⑤ 17 

① ② 



地方公共団体_保育園の利用申込受付⑥ 
■ 「保育園利用申込受付」画面 
  ①受付する対象期間を指定し、②「検索」ボタンを押します。対象の申込情報が表示されるの

で、③確認したい申込の内容の「表示」を選択します。 
 ダウンロードする場合は、「ダウンロード」を押します。 

18 

① 

② 

③ 



■ 「申請情報の内容表示」画面 
  発行者の属性を確認するため、「属性表示」ボタンを押します。 

地方公共団体_保育園利用申込受付（就労証明書の確認）⑦ 19 



■ 「属性表示」画面 
  指定した帳票の属性情報が表示されます。「戻る」ボタンを押します。 

地方公共団体_保育園利用申込受付（属性情報の表示）⑧ 20 



ユースケース 種別 モニター数 

デモ形式 
利用者 ６０名 

事業者 ２０社 

自宅 

カードリーダ 

個人番号カード 利用者 

・住所変更情報の提供先機関を選
択、変更内容を入力 

カードタッチ 

公的個人認証サービス 

利用者証明名用電
子証明書管理ＤＢ 

証明書の有効性確認 

①失効確認 
（変更確認） 

②変更手続を勧奨 

③変更通知機関を選択、 
 変更情報を入力・申請 

⑧処理結果を私書箱で確認 

利用者証明用 
電子証明書 

シリアル番号 

共通プラットフォーム 

JPKI 
IFサーバ 

Ｉ
Ｆ
サ
ー
バ 

Ｉ
Ｆ
サ
ー
バ 

利用者管理DB 
 
 
 
 
 
 
 

連携事業者ａ顧客ＩＤ 

電子私書箱ID 

シリアル番号 

連携事業者ｂ顧客ＩＤ 

連携事業者 

事業者b 

⑤住所変更の通知 
民間企業等a 

…
 

⑥住所変更処理を実施 

利用者
DB 

 ⑦処理結果を私書箱へ
送信 

事業者a 

利用者DB 
 

Ｉ
Ｆ
サ
ー
バ 

利用者DB 
 

Ｉ
Ｆ
サ
ー
バ 

連携事業者ａ顧客ＩＤ 

連携事業者ａ顧客ＩＤ 

連携事業者ｂ顧客ＩＤ 連携事業者ａ顧客ＩＤ 

個人番号カードを活用した電子私書箱 

実
証
内
容
 

効
果
 

 共通プラットフォーム（電子私書箱事業者）が公的個人認証サービスから受け取る『失効情報』を契機として、利
用者あてに、『変更案内』を実施。利用者は、電子私書箱に、あらかじめ通知する旨を同意した事業者あてに一括
して住所変更通知を依頼。 

 利用者にとっては、機関ごとに申請・届出をする必要がなくなり、手続きの煩雑さが軽減。 
 事業者にとっては、返戻がなくなるため、住所の追跡調査や住所変更届の提出依頼、 再送作業やコストが軽減。 

【参考】電子私書箱と個人番号カードを活用した引越ワンストップサービス 21 



①手続き 
案内の 

受取/確認 
③住所変更手続の

事後確認 

電子私書箱の利用プロセス 

引越し 
(変更確認)  

②住所変更 
手続 

（ワンストップ） 

（実証実験の概要から一部抜粋） 

22 



①手続き案内の受取/確認 
・ 変更確認により、電子私書箱から利用者に手続き案内。 
・ 個人番号カードをICカードリーダライタにかざし、利用者証明用証明書のPINを入力してログイン 

23 



②－１住所変更手続 
新情報が表示されるので、基本４情報を確認し、その他項目を適宜入力/修正して更新 

新情報 
（基本４情報は 
個人番号カードか

ら取得） 

電子私書箱に 
既に登録済みの 

旧情報 

24 

※本資料に掲載した電子私書箱のサービス画面は、 実証事業向けに作成したデザイン例です。 



②－２住所変更手続 

「住所変更届先」に 
チェックがある事業者が届

出対象 

変更後の新情報を届け出る「住所変更届先」を確認 

25 



③登録処理結果の確認 
「通知・お知らせボックス」から通知物を選択することにより、登録処理結果通知の内容を確認 

登録処理結果の 
内容 

通知文の 
送り主 

分類用の 
メールボックス 

26 
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